
沿岸広域振興局長告示第38号 

 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援す

るための関係法律の整備に関する法律（平成22年法律第71号）附則第22条第１項の規定により、平成24年４月１日付けで指定障害

児通所支援事業者を次のとおり指定したものとみなす。 

  平成24年５月15日 

             沿岸広域振興局長 齋 藤 淳 夫  

１ 児童発達支援 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 

0351100029 釜石市すくすく親子教室 釜石市大町三丁目８番３号青葉ビル１階 釜石市 

２ 放課後等デイサービス 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 

0351100029 釜石市すくすく親子教室 釜石市大町三丁目８番３号青葉ビル１階 釜石市 
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